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総務省統計局

このたび、 宮竹１丁目の地域で

「家 計 調 査」 を行ぅことになりました。

　

家計調査の調査員 望月秀美が、世帯名簿の作成や家計簿記入のお

　

・

　　　

‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　

．

願いに、 順次、 皆様のお宅に伺いますのでよろしくお願いします。

　

家計調査は、 総務省統計局が都道府県を通じて行っている調査で、 国民生活

の実態を家計の面から明らかにし、 国の経済政策や社会政策を立てるための基

礎資料となる大変重要な調査です－。

●調査の進めかた●
１

　

総務省統計局が指定した地域にお住まいのすべての世帯の名簿を作成する

　

ため、 調査員が皆様のお宅を訪問し、 世帯主のご氏名・ご職業・世帯人数等

　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　

▼

　

をお聞きします。
２

　

名簿完成後、 無作為抽出法により選定された世帯に 家計簿の記入をお願

　

いします。 家計簿の記入は、 ６ヶ月間です。 この調査は、 １年間 （令和５年
・ ６月～令和６年５月まで） 同じ地域で行うため、 ６ヵ月後、 再度調査員が依

頼に伺う場合があります。
・

● 秘密は厳守します●

　

この調査は「統計法」 という法律に基づいて行われています。 秘密の保護に

　

は万全を期しておりますので、 外部に情報が漏れることは絶対にありません。

☆総務省統計局 「家計調査」 ホームページアドレス☆
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《お問合せ先》

静岡市葵区追手町９－６

静岡県知事直轄組織デジタル戦略局
統計調査課消費班
電話 ０５４‐２２１‐２２３６



，計法はプライバシーをを守ります川 計法は

　

ライバシーを守ります

鷹鰯謙遜墓園醗霊鞭蟻議

「家計調査」や「労働力調査」などの統計調査は、 統計法とし、う法律で報告が
義務付けられていますが、 一方では、 個人情報などの秘密を保護する規律が厳
格に定められています。

調査票は、外部の人に見られないように、総務省統計局の倉庫で厳重に保管さ
れ、集計が終わった後は溶解されます。

行政機関が得た個人情報は個人情報保護法で保護されることになりましたが、
統計調査については対象外となっています。

　

これは、 調査内容は個人を識別されない統計を作るためだけに使われること
と、 この法律ができる前から統計法によって厳格に保護されているからです。
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静岡市葵区追手町９－６ 県庁東館 ６ 階

溶解処



家計調査の調査員がお伺いします
お住まいの地域が「家計調査」の調査地域に選定※されました。
総務省統計局では、都道府県を通じて「家計調査」を実施しています。
調査地域の最新の世帯名簿を作成するために、 調査員が、 この地域にお住まいのすべての
お宅を訪問して、 世帯主のご氏名などをお尋ねしますので、 ご多用のところ恐れ入りますが、
よろしくお願いいたします。

※原則として１年間、 この地域で調査を実施します。
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皆様の個人情報は厳重に保護されます。
家計調査は「統計法」とし、う法律に基づし、て行われる「基幹統計調査」です。「統計法」には、報告
の義務、調査に携わる者の守秘義務、調査票情報の適正な管理などが定められてし、ます。また、
提出された調査票は、統計の作成後、溶解処分するなど、秘密の保護には万全を期してし、ます。

‘Ｚ２狼－′ー 総務省統計局・都道府県
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計調査とは？
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この調査では、日本の世帯の平均的な傾向を把握するために、統計的な方法によって一部の地域を選定して調査し、全体を推計する方法（標本調査）を利用しています。
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このたび、この地域で行われる家計調査は、

　

国民生活の実態を家計収支の面から明らか
１ にすることを目的としており、生活に結び

　

つく経済政策や社会政策を立てるための基

　

礎資料として役立てられます。この調査は

　

学生の単身世帯などを除いた世帯を支・趨きと
１

　

して行われており、統計的な方法により選

　

定された世帯には、調査票（家計簿など）を

　

記入していただきます。
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全国約１，８００の市町村を人口規模などで１６８のグループに

分け、そこから１市町村ずつ、計１６８市町村を調査地域として

選定します。

都道府県がその名簿から乱数表によって、調査世帯を選定

します。乱数表は、どの世帯も均等に選定されるように工夫

されており、ちょうど全国の縮図が出来上がるようになってい

ます。
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総務省統計局 都道府県・指導員
国調査員の選任・指導、

　

調査世帯の選定を行います。

調査員
国 世帯名簿の作成、調査の依頼、調査票の

　

配布を行います。

　

※調査員は都道府県知事に任命された地方公務員で、

　　

「調査員証」を携行しております。また、調査員には、

　　

守秘義務が課せられています。

口 調査票の設計、調査方法などの企画・設計、

　

調査地域の選定を行います。

選定した１６８の市町村内をさらに小さく分割し、実際に調査

を行う地域を選定します。調査員はその地域内に居住してい

るすべての世帯の名簿を作成します。

調査世帯

調査世帯

全国で約９，０００世帯

国調査票（家計簿など）への記入を行います。
※調査員が、 調査票（家計簿など）の記入依頼などで
伺いました際には、調査へのご理解のほど、よろし

　

くお願いします。

市

旧 調査結果の集計・公表などを行います。 回調査票の提出・整理などを行います。 国調査票の回収を行います。



家計簿で豊かな暮らしの基礎づくり

Ｌ家計調査
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（２０００も，００）

　　　　

１人当たりの食料の支出（実質金額指数）の推移

　　　　

一←食費計（食料）

　

－ト中食（調理食品）

１４０，０

１３０，０

１２０．Ｏ

１１０・０

１００・０

９０，０

世帯主の年齢階級別１世帯当たりの「医薬品十医科診療代」及び

　　

「健康保持用摂取品」への年間支出金額（２０２１年）

■最近の結果から

　

◆消費行動の移り変わり

　

「中食（調理食品）」・の１人当たりの年間支出金

　

額について、実質年間支出金額指数（※１）の

　

推移をみると、「中食（調理食品）」は上昇傾向

　

にあり、２０２１年は、２０００年の約１．４倍となっていま

　

す。これは、共働き世帯の増加に加え、巣ごもり

　

需要が好調な中で「中食（調理食品）」を購入

　

する世帯が増えていることなどが考えられます。

　

※１

　

１人当たりの年間支出金額を、２０００年以降の物価変

　　　　

動の影響を取り除き、２０００年を１００として表したもの。

◆医療と健康
「医薬品十医科診療代（※２）」及び「健康保持
用摂取品（※３）」の年間支出金額（２０２１年）を

世帯主の年齢階級別にみると、世帯主の年齢

の高い世帯ほど多く支払う傾向にあります。
※２

　

医科診療代とは、世帯が窓口で支払った金額のこと。
※３

　

健康保持用摂取品とは、栄養成分の補給など保健、 健

　　

康増進のために用いる食品のこと。

５５，４８０円

５７，糊円 １
，医薬品十蹄診療代

１

　　　　　　　

■健康保持用摂取品

８６２９１円

　

８９，６２４円

■調査結果の利用

　　

捌▲獅ｒ－－幽・皿一思
◆集計された調査結果は、テ
レビ・ラジオ・新聞・インターネット

などを通じて公表されます。また、
報告書として刊行されます。

◆調査の結果からは、
さまざまな世帯の生

活に必要な費用など、
国民生活の実態が
わかります。

　

　　

　

園回国回国

▲ホームページ

◆「生活保護基準」「医療費」「各
種年金制度」ぼ児率や所得控除」「賃
金」などを検討する際にも利用され

ています。さらに、景気判断の重要

指標になっているほか、消費者物

価指数を作るためのデータなどとし

ても利用されています。
４報告書

◆この他にも、研究機関、民間企業、報道機関、労働組

合などで、幅広く利用されています。

印刷用の紙にリサイクルできます


